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（25） 利便性の高い快適なまちをつくる
（26） 水とみどり豊かなまちをつくる

（27） 環境に配慮したまちづくりを推進する
（28） ごみの減量・資源化を推進する
（29） 廃棄物を適正に処理する

（30） 地域産業の活性化を推進する
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（33） 農業の振興を図る
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後期基本計画の見方
●基本計画は、基本構想に基づいて実施していく具体的な施策の内容を明らかにしたものです。
●後期基本計画は、平成28年度から平成32年度までの5年間の計画です。
●見開きページの左側は、施策の内容を全体的に説明している部分です。
●見開きページの右側は、施策の中でも重点的に取り組むことや指標を示している部分です。

施策名
まちづくりの大綱を実現する
ために実施する施策の名称
です。

現状と課題
「施策の展開」などの背景と
なっている現状と課題を記述
しています。

施策の展開
課題を解決するために、どの
ような手段で施策を展開して
いくのかを示しています。

4



重点取組項目
施策の目的を達成するため、
5年間に重点的に実施してい
く取組を示しています。

市民の役割
まちづくりにおける目標、方
向性及び課題を共有し、その
達成や解決に向けて取り組む
ための役割を示しています。

市民意識の指標
施策に関する市民意識につい
ての指標を設定し、H27年度
の現状値とH32年度の目標
を矢印で示しています。

施策指標
施策の達成状況を測る代表
的な指標を設定し、H26年度
の実績値とH32年度の目標
値を示しています。また、指標
は1年間の実績値を基本とし
ています。
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